
飛
島
村
職
員
募
集

（
令
和
９
年
度
採
用
）

【
一
般
事
務
職
】

飛
島
村
職
員（
一
般
事
務
職
）
を
次
の

と
お
り
募
集
し
ま
す
。

●
採
用
予
定
人
数

　
数
名

●
受
験
資
格

①
年
齢
　
平
成
11
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
方

②
学
歴
　
大
学（
短
期
大
学
を
除
く
）を

卒
業（
令
和
９
年
３
月
31
日
ま
で
に

卒
業
す
る
見
込
み
を
含
む
）し
た
方

③
地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
規
定
す
る

欠
格
条
項
に
該
当
す
る
方
は
受
験
で

き
ま
せ
ん

●
給

与

等

初
任
給（
給
料
お
よ
び
地
域
手
当
）

令
和
８
年
４
月
１
日
現
在

大
学
卒
　
２
５
６
，
０
０
０
円
程
度

・
経
験
年
数
を
有
す
る
場
合
は
、
初
任

給
に
加
算
あ
り

・
他
に
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
扶
養

手
当
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
等
が

要
件
に
応
じ
て
支
給
あ
り

●
試

験

日

・
第
一
次
試
験（
教
養
試
験
・
適
性
検

査
・
作
文
）

・
第
二
次
試
験
（
面
接
）　

８
月
中
旬
～
８
月
下
旬

【
共
通
事
項
（
一
般
事
務
職
・
保
健
師
職
）】

●
申
込
書
配
布
お
よ
び
申
込
期
限

・
一
般
事
務
職

６
月
17
日（
水
）
ま
で

（
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
）

・
保
健
師
職

６
月
８
日（
月
）
ま
で

（
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
）

※
郵
送
の
場
合
も
当
該
日
必
着
　

※
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く

※
募
集
条
件
等
は
変
更
す
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す

●
そ

の

他

・
採
用
日
は
原
則
と
し
て
令
和
９
年
４

月
１
日
で
す
。
た
だ
し
、
欠
員
等
の

状
況
に
よ
っ
て
は
、
最
終
合
格
者
の

就
職
可
能
日
を
考
慮
し
た
う
え
で
、

採
用
日
を
前
倒
し
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

・
卒
業
見
込
み
で
受
験
し
た
人
が
、
令

和
９
年
３
月
31
日
ま
で
に
学
校
等
を

卒
業
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
採
用
さ

れ
ま
せ
ん
。

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
総
務
部
総
務
課

７
月
12
日
（
日
）

・
第
二
次
試
験（
面
接
）　

８
月
中
旬
～
８
月
下
旬

【
保
健
師
職
】

飛
島
村
職
員（
保
健
師
職
）を
次
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。

●
採
用
予
定
人
数

　
１
名

●
受
験
資
格

平
成
３
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
方
で
、
保
健
師
か
つ
介
護
支
援
専

門
員
の
資
格
を
有
す
る
方

※
地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
規
定
す
る

欠
格
条
項
に
該
当
す
る
方
は
受
験
で

き
ま
せ
ん

●
給

与

等

初
任
給（
給
料
お
よ
び
地
域
手
当
）

令
和
８
年
４
月
１
日
現
在

大
学
卒
　
２
６
１
，
０
０
０
円
程
度

専
門
卒
　
２
５
６
，
０
０
０
円
程
度

※
経
験
年
数
を
有
す
る
場
合
は
、
初
任

給
に
加
算
あ
り

※
他
に
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
扶
養

手
当
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
等
が

要
件
に
応
じ
て
支
給
あ
り

●
試

験

日

・
第
一
次
試
験（
教
養
試
験
・
適
性
検

査
・
作
文
・
専
門
試
験
）

６
月
21
日
（
日
）

飛
島
公
共
交
通
バ
ス
で

デ
ジ
タ
ル
定
期
券
・
デ
ジ
タ
ル

回
数
券
を
導
入
し
ま
す

飛
島
公
共
交
通
バ
ス
（
蟹
江
線
・
名

港
線
）
は
、
利
用
者
の
皆
さ
ま
の
利
便

性
の
向
上
を
目
的
と
し
て
令
和
８
年
10

月
１
日
か
ら
デ
ジ
タ
ル
定
期
券
・
デ
ジ

タ
ル
回
数
券
を
導
入
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
紙
定
期
券
は
、
申
請
か

ら
発
行
ま
で
を
対
面
で
実
施
し
て
い
ま

し
た
が
、
デ
ジ
タ
ル
定
期
券
で
は
、
申

請
か
ら
購
入
ま
で
を
ア
プ
リ
内
で
完
結

し
、
窓
口
等
で
の
申
請
や
受
取
が
不
要

と
な
り
ま
す
。

あ
わ
せ
て
、
デ
ジ
タ
ル
回
数
券
も
導

入
し
、
よ
り
一
層
、
デ
ジ
タ
ル
化
を
推

進
し
ま
す
。

な
お
、
当
分
の
間
は
、
こ
れ
ま
で
の

紙
定
期
券
、
紙
回
数
券
の
購
入
と
使
用

も
引
き
続
き
可
能
で
す
。
詳
し
く
は
、

広
報
と
び
し
ま
８
月
号
お
よ
び
村
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
案
内
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先
　
総
務
部
企
画
課

i n f o rm a t i o n
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会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

（
令
和
8
年
度
採
用
）

【
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員
】

●
業
務
内
容

　
児
童
ク
ラ
ブ
で
の
児
童
の
指
導

●
申
込
資
格
（
共
通
事
項
以
外
）

保
育
士
ま
た
は
教
諭
資
格（
養
護
教

諭
・
栄
養
教
諭
除
く
）
を
有
し
て
い

る
方

地
方
公
務
員
法
第
16
条（
欠
格
条
項
）

に
該
当
し
な
い
方

●
報

　
　
酬

１
，
２
９
９
円
～
１
，
５
５
９
円
程

度
／（
1
時
間
あ
た
り
）で
、
経
験
等

を
考
慮
し
て
決
定
し
ま
す

●
申
込
方
法

写
真
を
貼
っ
た
履
歴
書
と
教
員
免
許

ま
た
は
保
育
士
資
格
証
の
写
し
を
郵

送
ま
た
は
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
持
ち
く

だ
さ
い

児
童
ク
ラ
ブ
開
館
日
：
午
前
９
時
45

分
～
午
後
6
時
30
分（
土
曜
・
日
曜
・

祝
日
休
み
）

※
欄
外
に
申
込
職
種（
児
童
ク
ラ
ブ
支

援
員
等
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

【
児
童
ク
ラ
ブ

児
童
施
設
指
導
補
助
員
】

●
業
務
内
容

児
童
ク
ラ
ブ
で
の
児
童
の
指
導
の
補
助

●
勤
務
場
所

飛
島
学
園
内
児
童
ク
ラ
ブ

●
申
込
期
限
　
5
月
27
日（
水
）ま
で

※
郵
送
の
場
合
も
当
該
日
必
着

※
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く

※
募
集
条
件
等
は
変
更
す
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す

●
報

酬

等

・
勤
務
時
間
に
よ
っ
て
は
期
末
手
当
等

が
支
給
さ
れ
ま
す

・
所
定
の
基
準
に
従
い
、
通
勤
費
相
当

額
が
支
給
さ
れ
ま
す

・
報
酬
等
は
改
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す

●
任
用
期
間

7
月
１
日（
水
）
～
令
和
9
年
３
月
31

日
（
水
）

※
勤
務
成
績
に
よ
り
任
期
の
更
新
あ
り

●
面

接

日

申
込
み
を
さ
れ
た
方
に
順
次
ご
案
内

し
ま
す（
平
日
に
実
施
予
定
）

●
採
用
予
定
人
数
　
い
ず
れ
も
若
干
名

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

児
童
ク
ラ
ブ
　
☎
５
２

－

４
９
０
０

「
温
水
プ
ー
ル
・
ふ
れ
あ
い
温
泉
」

招
待
券
配
布
の
ご
案
内

本
村
で
は
、
在
住
ま
た
は
在
勤
の
方

●
申
込
資
格
（
共
通
事
項
以
外
）

子
ど
も
が
好
き
な
方
・
子
ど
も
と
関

わ
る
仕
事
が
し
た
い
方

地
方
公
務
員
法
第
16
条（
欠
格
条
項
）

に
該
当
し
な
い
方

●
報

　
　
酬

１
，
２
９
９
円
～
１
，
３
７
１
円
程

度
／（
1
時
間
あ
た
り
）
で
、
経
験
等

を
考
慮
し
て
決
定
し
ま
す

●
申
込
方
法

写
真
を
貼
っ
た
履
歴
書
を
郵
送
ま
た

は
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
持
ち
く
だ
さ
い

児
童
ク
ラ
ブ
開
館
日
：
午
前
９
時
45

分
～
午
後
6
時
30
分
（
土
曜
・
日
曜
・

祝
日
休
み
）

※
欄
外
に
申
込
職
種
（
児
童
ク
ラ
ブ

児

童
施
設
指
導
補
助
員
）
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い

【
共
通
事
項
】

●
勤
務
日
数
・
時
間

週
５
日
以
内（
月
曜
か
ら
土
曜
）
（
日

曜
・
祝
日
お
よ
び
年
末
年
始
は
休
み
）

午
前
9
時
45
分
か
ら
午
後
6
時
30
分
の

う
ち
8
時
間
以
内
（
休
憩
1
時
間
含
む
）

※
長
期
休
業
中（
春
・
夏
・
冬
休
み
）は

午
前
７
時
30
分
か
ら
午
後
６
時
30
分

ま
で
の
う
ち
8
時
間
以
内

（
休
憩
１
時
間
含
む
）

※
勤
務
時
間
は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す

を
対
象
と
し
て
、『
温
水
プ
ー
ル
』・『
ふ

れ
あ
い
温
泉
』
を
利
用
で
き
る
招
待
券

を
配
布
し
て
い
ま
す
。

こ
の
招
待
券
は
、
温
水
プ
ー
ル
・
ふ

れ
あ
い
温
泉
の
ど
ち
ら
か
を
１
人
１
回

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
み
な
さ

ま
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
に
ご
活
用
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
、
ご
案
内
し
ま
す
。

●
利
用
期
限

令
和
９
年
３
月
31
日（
水
）
ま
で

●
対

象

者

令
和
８
年
４
月
１
日
現
在
で
在
住
・

在
勤
の
方

●
配
布
方
法

・
在
住
の
方
、
旧
地
内
の
事
業
所
に
お

勤
め
の
方

５
月
上
旬
ま
で
に
郵
送
に
て
配
布
し

ま
す
。

・
名
古
屋
港
西
部
臨
海
地
帯
企
業
連
絡

協
議
会
に
加
入
し
て
い
る
臨
海
部
の

事
業
所
に
お
勤
め
の
方

協
議
会
事
務
局
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。

☎
５
７

－

２
０
１
７

・
そ
の
他
の
事
業
所
に
お
勤
め
の
方

　
図
書
館
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
図
書
館

敬
老
セ
ン
タ
ー

広報と びし ま／2 0 2 6 年5 月3
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海
部
地
方
総
合
防
災
訓
練

海
部
地
方
防
災
連
絡
会
議
（
事
務
局
：

愛
知
県
海
部
県
民
事
務
所
）
・
海
部
地

区
水
防
事
務
組
合
主
催
に
よ
り
、
大
規

模
災
害
発
生
時
の
協
力
体
制
の
確
立
、

地
域
の
連
携
を
活
か
し
た
防
災
力
強

化
、
地
域
住
民
の
防
災
意
識
高
揚
の
た

め
、
海
部
地
方
総
合
防
災
訓
練
を
開
催

し
ま
す
。

消
防
、
警
察
、
自
衛
隊
や
医
療
関
係

機
関
、
建
設
事
業
者
等
が
連
携
し
て
救

助
を
実
施
す
る
訓
練
の
他
、
消
防
・
警

察
・
自
衛
隊
車
両
や
装
備
品
の
展
示
、

炊
き
出
し
食
料
の
提
供
、
防
災
に
関
す

る
啓
発
展
示
な
ど
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト

を
用
意
し
て
い
ま
す
。

予
約
は
不
要
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

●
日

　
　
時

６
月
７
日
（
日
）

午
前
８
時
40
分
～
11
時
30
分

●
場

　
　
所

国
営
木
曽
三
川
公
園
　
東
海
広
場

（
愛
西
市
）

自
家
用
車
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

（
駐
車
場
無
料
）

●
参

加

費
　
無
料

●
問
合
せ
先

愛
知
県
海
部
県
民
事
務
所

県
民
防
災
安
全
課

☎
２
４

－

２
１
２
５

□
□
□
□
■
□
□
□
□
■
□
□
□
□
■

同
報
無
線
の
内
容
を

電
話
で
確
認
で
き
る

音
声
自
動
応
答
サ
ー
ビ
ス

同
報
無
線
で
放
送
し
た
内
容
は
、
次

の
番
号
へ
お
電
話
い
た
だ
く
こ
と
で
確

認
で
き
ま
す
。

聞
き
逃
し
た
と
き
、
聞
き
取
り
に
く

か
っ
た
と
き
な
ど
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

☎
０
８
０
０

－

２
０
０

－

５
６
５
６

県
内
の
固
定
電
話
か
ら
の
み
利
用
可
能

※
通
話
料
は
無
料
で
す
。

☎
０
５
６
７

－

５
２

－

１
４
５
１

携
帯
電
話
ま
た
は
県
外
か
ら
利
用

す
る
場
合
は
こ
ち
ら
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

※
通
話
料
が
か
か
り
ま
す
。

※
お
か
け
間
違
え
の
な
い
よ
う
に
お
願

い
し
ま
す
。

※
混
雑
時
に
は
通
話
中
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
し
ば
ら
く
し
て
か

ら
再
度
お
か
け
直
し
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先
　
総
務
部
総
務
課

防災行政無線を 用いた情報伝達訓練の実施

地震・ 津波や武力攻撃などの発生時に備え、

次のと おり 情報伝達訓練を 行います。 こ の訓

練は、 全国瞬時警報シ ス テ ム（ Jア ラ ート ）※

を 用いた訓練で、 本村以外の地域でも 様々な

手段を 用いて情報伝達訓練が行われます。 聞

き 逃し た時などには、 音声自動応答サービス

（ こ のページに、 記事を 掲載し ています）を ご

利用く ださ い。

●訓練実施日時

6 月3 日（ 水）　 午前1 1 時ごろ

●訓練で行う 放送試験

村内5 6 カ 所に設置し てある 同報無線から 、

一斉に次のよう に放送さ れます。

各家庭の防災ラ ジオから も 同様に放送さ れ

ますので、 こ の機会に防災ラ ジオの作動確認

も お願いし ます。

情報伝達手段 放送内容

同報無線

（ 防災ラ ジオ）

上り チャ イ ム音

+ 「 こ れは、 Jアラ ート

のテスト です。」×3

………訓練放送文………

+ 　 下り チャ イ ム音

※Jアラ ート と は、 地震・ 津

波や武力攻撃など の緊急

情報を、 国から 人工衛星

など を 通じ て瞬時にお伝

えするシステムです。

●問合せ先　 総務部総務課

愛知県ホームページ

「 令和8 年度海部地方総合
防災訓練の実施について」

i n f o rm a t i o n
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自
衛
官
募
集
対
象
者
情
報
の

自
衛
隊
へ
の
提
供

本
村
は
防
衛
大
臣
か
ら
の
依
頼
に
応

じ
、
令
和
8
年
4
月
1
日
ま
で
に
18
歳

に
な
る
方
の
住
民
基
本
情
報（
氏
名
、

住
所
）
を
自
衛
隊
に
提
供
し
ま
す
。
自

衛
隊
へ
の
情
報
提
供
を
望
ま
な
い
方

は
、
申
請
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
提
供

す
る
情
報
か
ら
除
外
し
、
自
衛
隊
に
対

し
、
自
衛
官
募
集
対
象
者
情
報
と
し
て

提
供
し
ま
せ
ん
。

●
除
外
申
請
期
限
　
６
月
１
日
（
月
）ま
で

●
対
象
と
な
る
方

村
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
平
成
20
年

４
月
２
日
か
ら
平
成
21
年
４
月
１
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
方

●
申
請
方
法

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
除
外
申
出

書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。（
申
請
書

は
村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
い

た
だ
く
か
、
総
務

部
総
務
課
窓
口
で

お
渡
し
し
ま
す
。）

①
郵
送

次
の
住
所
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

〒
４
９
０

－

１
４
３
６

飛
島
村
竹
之
郷
三
丁
目
１
番
地

総
務
部
総
務
課

②
窓
口

総
務
部
総
務
課
窓
口
へ
直
接
ご
提
出

く
だ
さ
い

●
問
合
せ
先
　
総
務
部
総
務
課

早
期
教
育
相
談

愛
知
県
教
育
委
員
会
で
は
、
乳
幼
児

期（
０
歳
以
上
）か
ら
、
来
年
度
に
新
１

年
生
に
な
る
お
子
さ
ん（
６
歳
ま
で
）
と

そ
の
保
護
者
の
方
を
対
象
と
し
た
早
期

教
育
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

子
育
て
で
気
に
な
る
こ
と
の
あ
る

方
、
お
子
さ
ん
に
障
が
い
を
有
す
る
可

能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
、
お
子
さ

ん
の
就
学
に
つ
い
て
相
談
し
た
い
方
な

ど
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相

談
は
予
約
制
で
、
無
料
で
行
い
ま
す
の

で
、
お
早
め
に
教
育
委
員
会
教
育
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
日

　
　
時

７
月
24
日（
金
）

午
前
10
時
～
午
後
４
時

●
場

　
　
所

あ
ま
市
甚
目
寺
公
民
館

（
あ
ま
市
甚
目
寺
二
伴
田
65
番
地
）

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

中
央
公
民
館
内
教
育
課

児
童
ク
ラ
ブ
の
夏
休
み
利
用

●
日

　
　
時

７
月
17
日（
金
）～
8
月
31
日（
月
）
予
定

午
前
７
時
30
分
～
午
後
６
時
30
分

（
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

●
対
象
児
童

飛
島
学
園
前
期
課
程
に
就
学
す
る
児

童
の
保
護
者
ま
た
は
家
族
が
夏
休
み

期
間
中
に
就
労
等
の
た
め
家
庭
が
留

守
と
な
る
児
童

※
令
和
8
年
度
か
ら
対
象
と
な
る
児
童

の
条
件
が
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

「
同
居
祖
父
母
が
居
住
し
て
い
る
場
合
」

利
用
不
可
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
「
利
用

可
能
」
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
民
生
部

児
童
ク
ラ
ブ
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
利
用
期
間
・
基
本
利
用
料

・
７
月
17
日
（
金
）～
７
月
31
日（
金
）

利
用
料
　
２
，
５
０
０
円

・
８
月
１
日
（
土
）～
８
月
31
日（
月
）

利
用
料
　
８
，
０
０
０
円

●
申
込
・
申
請
書
配
布
期
間

5
月
1
日
（
金
）～
5
月
15
日（
金
）

期
間
厳
守

午
前
10
時
30
分
～
午
後
６
時
30
分

※
土
曜
お
よ
び
日
曜
を
除
く

※
定
員

　
4 0
名
程
度

　
（
夏
休
み
の
み
利
用
者
）

※
状
況
に
応
じ
て
待
機
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

飛
島
学
園
内
児
童
ク
ラ
ブ

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度

の
ご
案
内

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
は
、
中

小
企
業
の
事
業
主
が
、
従
業
員
の
退
職

金
を
計
画
的
に
準
備
で
き
る
国
の
退
職

金
制
度
で
す
。
国
か
ら
の
有
利
な
掛
金
助

成
や
、
税
法
上
の
優
遇
も
受
け
ら
れ
手
数

料
も
か
か
り
ま
せ
ん
。
家
族
従
業
員
や

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
も
加
入
で
き
ま
す
。

※
一
部
対
象
外
あ
り
。
詳
し
く
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

☎
０
５
２

－

９
５
４

－

６
３
３
２

村公式ホームページ
「 自衛官募集対象者情報の提供」

中小企業退職金
共済事業本部
ホームページ

広報と びし ま／2 0 2 6 年5 月5

活気・ 魅力・ 人づく り の村

Tob ish im a



□障
が
い
の
あ
る
方
た
ち
の

 “
は
た
ら
く
フ
ェ
ア
2
0
2
6
”

多
数
の
日
中
活
動
系
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
（
就
労
系
や
生
活
介
護
）お
よ
び

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
所
、
一

般
企
業
等
が
ブ
ー
ス
を
設
け
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
色
や
仕
事
内
容
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
説
明
等
を
行
い
ま
す
。

●
日

　
　
時

５
月
17
日（
日
）

午
前
10
時
30
分
～
午
後
2
時

●
場

　
　
所

T
K
E
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

（
十
四
山
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
）

弥
富
市
神
戸
三
丁
目
20

●
問
合
せ
先

弥
富
市
役
所
　
福
祉
課

☎
６
５

－

１
１
１
１

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
）
が

始
ま
り
ま
し
た

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
と
は
、
定

め
ら
れ
た
１
カ
月
あ
た
り
の
利
用
時
間

を
上
限
に
、
就
労
要
件
を
問
わ
ず
、
保

育
所
等
を
利
用
で
き
る
新
た
な
通
園
制

度
で
す
。

●
対

象

者

０
歳
６
カ
月
～
満
３
歳
未
満
の
子
ど
も

※
利
用
登
録
時
に
村
内
に
住
民
登
録
が

あ
り
、
保
育
所
等
に
通
っ
て
い
な
い

お
子
さ
ま
が
対
象
で
す
。

●
利
用
可
能
時
間

１
カ
月
あ
た
り
10
時
間

●
利

用

料
　
１
時
間
あ
た
り
３
０
０
円

※
利
用
施
設
に
よ
っ
て
は
、
給
食
費
等

の
別
途
費
用
が
か
か
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

●
利
用
方
法

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
を
利
用
す

る
に
は
、
村
か
ら
給
付
認
定
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、
村
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
福
祉
課

飛島村奨学金（ 給付型）

教育の機会均等を 図り 、 有用な人材の育成

に寄与する こ と を 目的に、 経済的な理由によ

り 修学困難である 学生に対し て、 その学業に

必要な資金を 給付し ます。

●対 象 者

　 次の①～⑥まですべてにおいて該当する 方。

①大学、 短期大学（ 通信による教育、 専攻科、

別科および大学院を除く 。）に在学すること 。

②申請者およ び保護者（ 父母ま たは父母が申

請者の生計を 維持し ていない場合は、 その

生計を 維持し ている 者を いう 。）の市町村民

税所得割を 合算し た額が1 0 万円未満で あ

る こ と 。

③成績優秀で ある こ と 。（ 5 段階評価で 平均

3 .5 以上）

※大学の成績については換算して計算します。

④申請者が本村に3 年以上居住し て い る こ

と 、 または居住し ていたこ と 。

⑤保護者が本村に3 年以上居住し ていること 。

⑥申請者およ び保護者が村税等を 滞納し てい

ないこ と 。

●給付金額

　 月額2 万5 ,0 0 0 円（ 年額3 0 万円）

●申請期限 　 6 月3 0 日（ 火）

※直接教育委員会教育課に提出さ れる 場合

は、 午前8 時3 0 分～午後5 時1 5 分の間に中

央公民館へ来館し ていただく よう お願いし

ます。（ 土曜・ 日曜およ び祝日を 除く ）

※提出書類があり ますので詳細は村公式ホー

ページを ご確認いただく か、 教育委員会教

育課までご相談く ださ い。

●問合せ先　 中央公民館内教育課

弥富市公式ホームページ
「 障がいのある 方たち への
“ はたら く フ ェ ア2 0 2 6 ”」

村公式ホームページ
「 こ ども 誰でも 通園制度」

i n f o rm a t i o n
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医療保険分 介護納付金分 後期高齢者支援分

改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後

所得割 4 .0 8 % 5 .8 2 % 1 .1 8 % 1 .9 2 % 1 .3 4 % 2 .1 0 %

均等割
（ 人数割）

2 3 ,0 0 0 円 変更なし 8 ,7 0 0 円 変更なし 5 ,8 0 0 円 変更なし

平等割
（ 世帯割）

2 4 ,0 0 0 円 変更なし 5 ,7 0 0 円 変更なし 6 ,0 0 0 円 変更なし

令和8 年度飛島村国民健康保険税率改正一覧

医療保険分 介護納付金分 後期高齢者支援分

所得割 9 .1 9 % 2 .6 5 % 3 .0 9 %

均等割（ 人数割） 3 9 ,2 4 5 円 1 3 ,3 1 2 円 1 3 ,1 2 4 円

平等割（ 世帯割） 2 5 ,1 9 3 円 6 ,5 9 2 円 8 ,4 2 5 円

参考： 愛知県が示す令和8 年度の飛島村の標準税率（ 必要な保険税率の目安）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金

制
度
が
始
ま
り
ま
し
た

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
は
、

子
育
て
支
援
を
拡
充
す
る
た
め
、
全
て

の
世
代
や
企
業
か
ら
支
援
金
を
拠
出
す

る
制
度
で
す
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
は
加
入
す

る
保
険
制
度
ご
と
に
令
和
８
年
４
月
か

ら
保
険
料
と
あ
わ
せ
て
徴
収
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

国
民
健
康
保
険
税
に
関
す
る
こ
と
：

民
生
部
住
民
課

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る
こ
と
：

後
期
高
齢
者
医
療
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０

－

０
１
１

－

５
5
８

※
通
信
料
が
か
か
り
ま
す
。

空
き
家
総
合
相
談
窓
口

本
村
は
、
公
益
社
団
法
人
愛
知
県
宅

地
建
物
取
引
業
協
会
と
「
飛
島
村
に
お

け
る
空
き
家
等
対
策
に
関
す
る
協
定
」

を
締
結
し
、
空
き
家
等
に
関
す
る
ご
相

談
に
つ
い
て
「
空
き
家
総
合
相
談
窓
口
」

を
開
設
し
て
い
ま
す
。

●
受
付
時
間

平
日
の
午
前
９
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
５
時

※
相
談
は
、
原
則
無
料
で
す
。
（
個
別

具
体
的
な
内
容
と
な
る
場
合
や
、
専

門
家
の
派
遣
が
必
要
な
場
合
は
、
有

料
と
な
り
ま
す
。
通
信
料
は
、
相
談

者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。
）

●
問
合
せ
先

愛
知
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

☎
０
５
２

－

５
２
２

－

２
５
６
７

国
民
健
康
保
険
の
税
率
が

変
わ
り
ま
す

被
保
険
者
の
高
齢
化
や
医
療
の
高
度

化
に
よ
り
、
一
人
当
た
り
の
医
療
費
が

増
加
し
て
お
り
、
国
民
健
康
保
険
の
財

政
は
年
々
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま

す
。
本
村
の
税
率
は
基
金
を
活
用
し
て

税
率
を
据
え
置
く
こ
と
に
よ
り
、
標
準

保
険
税
率
よ
り
低
く
、
ま
た
他
の
自
治

体
よ
り
低
い
税
率
を
保
っ
て
き
ま
し
た

が
、
愛
知
県
が
策
定
し
た
国
民
健
康
保

険
運
営
方
針
に
よ
り
保
険
税
水
準
を
県

内
で
統
一
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
や
、
基
金
の
枯
渇
が
見
込
ま
れ
る
こ

と
か
ら
保
険
税
率
を
改
定
し
ま
す
。

今
後
は
保
険
税
が
急
激
に
増
加
し
な

い
よ
う
に
段
階
的
に
標
準
税
率
に
近
づ

け
て
い
き
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
に
か
か
る
財
政
の
厳

し
い
状
況
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
加
入

者
の
皆
さ
ま
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先
　
民
生
部
住
民
課

※子ども ・ 子育て支援金は、 令和10年度まで段階的に引き 上げら れ

ます。 均等割（ 1 8歳以上）…1 8歳未満に賦課さ れる 均等割額につい

ては、 全額軽減を 行う こ と と し ており 、 当該軽減に要する 費用を

1 8歳以上被保険者で賄う こ と になっ ています。

国民健康保険税 後期高齢者医療制度

所得割 0 .30 % 0 .2 5 %

均等割（ 1 8歳以上） 1 ,3 0 0円 1 ,3 6 2 円

平等割 8 00円 −

本村の令和8 年度の子ども ・ 子育て支援納付金にかかる 保険税（ 料）率

こ ども 家庭庁ホームページ
「 子ども ・ 子育て

支援金制度について」
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